
 

大阪市学校給食費等に関する事務取扱要綱                  

 

制  定 平成２６年４月１日 

最近改正 令和８年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例（平成

２５年大阪市条例第９３号。以下「条例」という。）及び大阪市学校給食費等の管理に関

する規則（平成２６年大阪市規則第１２９号。以下「規則」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は条例及び規則の例による。 

 

（学校給食費の額） 

第３条 規則第３条第３項及び第９条第３項の市長が別に定める額は、別表のとおりとす

る。 

 

（学校給食費の納付） 

第４条  規則第４条の市長が定める納付方法とは、口座振替又は納付書とする。 

 

（学校給食費の通知） 

第５条 市長は、学校給食費を納付すべき者（以下｢納付義務者｣という。）に対し、学校給 

食費額決定通知書（１号様式）により学校給食費の額を通知するものとする。 

 

（学校給食費の調整又は減額） 

第６条 給食実施日の５日前（大阪市の休日を定める条例（平成３年大阪市条例第 42号）

第１条第１項に掲げる日を除く。）までに、規則第６条及び第７条に規定する事由に該当

することとなったとき並びに児童等が転出したときは、学校給食費の額を調整し、又は

減額するものとする。 

 

（学校給食費の調整又は減額の通知） 

第７条 前条の規定（児童等が転出したときを除く。）により学校給食費の額を調整し、又

は減額する場合で納付義務者に通知した学校給食費額決定通知書に記載している年度

（以下「当該年度」という。）の学校給食費の額に変更が生じる場合は、学校給食費額決

定通知書（変更）（２号様式）により通知するものとする。 

２ 児童等が転出した場合又は前項の規定により通知した後に当該年度の学校給食費が確 

定した場合は、学校給食費額決定通知書（精算）（３号様式）により通知するものとする。 



 

 

（学校給食費の還付） 

第８条 規則第６条第４項（規則第７条第２項により準用する場合を含む。）の規定により 

納付された学校給食費を還付する場合、納付義務者は校長に還付請求の手続きを委任す 

ることができる。 

 

（準用） 

第９条 第４条から第７条までの規定は、教職員給食費の徴収について準用する。この場

合において、第５条から第 7 条までの規定中「児童等」とあるのは、「給食の提供を受け

る教職員」と、「転出」とあるのは、「転任」と、第４条中「規則第４項」とあるのは、「規

則第９条第４項において読み替えて準用する規則第４条」と、「口座振替」とあるのは、

「給与控除」と、第５条中「学校給食費を納付すべき者（以下｢納付義務者｣という。）」

とあるのは、「給食の提供を受ける教職員」と、第６条中「給食実施日」とあるのは、「給

食提供日」と、第６条中「規則第６条及び第７条」とあるのは、「規則第９条第４項で準

用する規則第６条及び第７条」と、第７条中「納付義務者」とあるのは、「給食の提供を

受ける教職員」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日より施行する。 

この要綱は、平成２６年８月２６日より施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日より施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日より施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日より施行する。 

この要綱による改正後の第３条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に

係る学校給食費等（大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例（平成２

５年大阪市条例第９３条）第４条に規定する学校給食費及び第６条に規定する教職員給食

費をいう。）について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、な

お従前の例による。 

この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

この要綱による改正後の第３条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に

係る学校給食費等（大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例（平成２

５年大阪市条例第９３条）第６条に規定する教職員給食費をいう。）について適用し、同日

前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。 

この要綱は、令和２年６月１日より施行する。 

学校給食に係る学校給食費等（大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条

例（平成２５年大阪市条例第９３条）第６条に規定する教職員給食費をいう。）の令和２年

６月１日から同年６月１２日までの間における適用については、次の表によるものとする。 



 

 

［小学校］ 

喫食するもの 低学年 中学年 高学年 

主食（米飯）、副食 ８８円 ９１円 ９４円 

主食（パン）、副食 ８８円 ９１円 ９４円 

主食（米飯）、牛乳 １０６円 １０９円 １１２円 

主食（パン）、牛乳 １０６円 １０９円 １１２円 

主食（米飯） ４８円 ５１円 ５４円 

主食（パン） ４８円 ５１円 ５４円 

牛乳、副食 ９８円 

牛乳 ５８円 

副食 ４０円 

この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

この要綱による改正後の第３条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する学校給食に

係る学校給食費等（大阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例（平成２

５年大阪市条例第９３条）第６条に規定する教職員給食費をいう。）について適用し、同日

前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。 

この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日より施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日より施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 



別表（第３条　配慮が必要なものの学校給食費の額）

[小学校及び義務教育学校の前期課程]

[中学校及び義務教育学校の後期課程]

喫食するもの

１７３円副食

２５１円
牛乳

低学年（１、２年） 中学年（３、４年） 高学年（５、６年）

主食（米飯）、副食 ２５９円

主食（米飯）、牛乳
主食（パン）、牛乳

１６４円

２６５円
２６５円
１７０円

牛乳、副食

主食（パン）、副食 ２５９円 ２６２円
２６２円

主食（米飯）
主食（パン）

８６円

１６７円

８９円

７８円

８９円 ９２円
８６円

１６４円 １６７円 １７０円

９２円

副食

主食（パン）、牛乳
主食（米飯）、牛乳
主食（パン）、副食

主食（パン）
主食（米飯）

牛乳、副食

主食（米飯）、副食

１１２円

喫食するもの

１１２円
２９８円

牛乳 ７８円
２２０円

３３２円
１９０円
１９０円

中学校及び義務教育学校の後期課程
３３２円




